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白神山地世界遺産地域管理計画 

 

１．はじめに 

白神山地世界遺産地域（以下、「遺産地域」という。）のブナ林は、純度の高さやすぐれた原

生状態の保存、動植物相の多様性で世界的に特異な森林であり、氷河期以降の新しいブナ林の東

アジアにおける代表的なものである。 

また、様々な群落型、更新のステージを示しつつ存在している生態学的に進行中のプロセスと

して顕著な見本となっている。本地域のこうした自然環境は、平成５年（1993 年）12 月の第 17

回世界遺産委員会において世界遺産のクライテリア（評価基準）に合致する顕著な普遍的

価値を有すると認められ、世界自然遺産に登録された。 

このように世界的にも類まれな価値を有する遺産地域の自然環境を人類共有の資産と位

置付け、より良い形で後世に引き継いでいくものとする。 
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２．目的 

白神山地の世界自然遺産としての価値をより良い形で後世に引き継いでいくに当たり、

極めて多様な価値を有する遺産地域の自然環境を将来にわたり適正に保全・管理していく

ことを目的として、平成 7年（1995 年）11月に白神山地世界遺産地域管理計画（以下「管

理計画」という。）が策定された。管理計画が策定されてから 17 年が経過し、現状に即し

た管理を実施するため、改定する。この管理計画は、遺産地域の保全に係る各種制度を所

管する環境省、林野庁、文化庁、青森県及び秋田県（以下「関係行政機関」という。）が

「白神山地世界遺産地域科学委員会」（以下「科学委員会」という。）の助言を得つつ、

生態系の順応的管理を進めるとともに、地元市町村（青森県鰺ヶ沢町、深浦町及び西目屋

村並びに秋田県能代市、藤里町及び八峰町をいう。以下同じ。）等の協力を求めつつ、遺

産地域を適正かつ円滑に管理するため、各種制度の運用及び各種事業の推進に関する基本

的な方針を明らかにする。 
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３．遺産地域の概要 

 

（１）総説 

白神山地は、日本の本州の北部、日本海側の標高約200ｍから1,250ｍの山地帯に位置する東

アジアで最大の原生的なブナ属（Fagus属）の森林が広がる地域で、約12,000～8,000年前から

北日本の丘陵や山地を覆っていた冷温帯ブナ林が残存している。 

現在、ヨーロッパ、東アジア、北米大陸に分布するブナ属の森林は、氷期以前の周北極地域

（北極を取り囲む地域）の植生が起源であるとされている。これらの植生が、氷期において周

北極地域から分布域を変化させる過程で、東西に広がる山岳地域によって南下を阻まれた結果、

現在の北アメリカやヨーロッパにおけるブナ属の森林の多くは植生が単純化している。一方、

白神山地を含む日本のブナ林は、氷期において南下を阻まれることなく日本南部に避難してい

たブナを含む周北極地域起源の植生が晩氷期以降に再び分布を拡大した極相林であることか

ら、第三紀周北極植物群（約5,000万年前の北極を取り囲む地域の植物群）の多くの要素を含

んでいる。 

白神山地では、日本海側の内陸部に特徴的で世界的にも稀な多雪環境を反映して、日本固有

のブナ（Fagus crenata）を単一の優占樹木とした森林を形成し、常緑性のチシマザサに代表

される林床植物を含む多様な植物を伴った特有の植物群落が形成されている。 

また、白神山地には、老齢林を含む多様な森林環境を必要とするクマゲラなどの希少な

鳥類、ニホンカモシカ、ツキノワグマ、ニホンザルなどの大型哺乳類が生息し、これらを

はじめとした多くの種が相互作用を持ちながら、生態系の構成要素として機能している。 

遺産地域は、この白神山地の中心部に位置しており、地形が急峻なために、人為の影響

をほとんど受けることなく、原生的なブナ天然林が大面積にわたって成立してきた地域で

ある。 

遺産地域は、その全域が林野庁所管の国有林野である。また、環境省、林野庁、文化庁、

青森県及び秋田県により各種保護地域等（白神山地自然環境保全地域、森林生態系保護地

域、天然記念物、津軽国定公園等の自然公園、国指定白神山地鳥獣保護区、国内希少野生

動植物種及び保安林）に指定され、自然環境の保全が担保されている。 

 

（２）位置等 

遺産地域は、青森県南西部と秋田県北西部の県境にまたがる北緯40度21分～40度33分、

東経140度0分～140度13分に位置し、標高約200mから1,250mの向白神岳に及ぶ山岳地帯で、

遺産地域の面積は16，971㏊である。 

関係する町村は、青森県西津軽郡鰺ヶ沢町、深浦町、中津軽郡西目屋村、秋田県山本郡

藤里町である。 

 

（３）自然環境 
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ア．地形・地質 

白神山地は河川によって開析され、深い渓谷をなした険しい地形となっており、青森県

側は岩木川水系の大川（西目屋村）や、赤石川（鰺ヶ沢町）、追良瀬川（深浦町）、笹内川

（深浦町）、秋田県側は米代川水系の粕毛川（藤里町）などの河川が、遺産地域を源流部と

して日本海に注いでいる。 

白神山地一帯は隆起地域のため、侵食によってできた急斜面が発達しており、崩壊や地

すべりが多く見られるのが特徴となっている。一方、尾根付近は比較的緩やかな傾斜を成

しており、青森・秋田県境沿いの秋田県側（藤里町）小岳や二ツ森、青森県側（深浦町）

の白神岳、向白神岳など、標高1,000ｍ級の山々が連なっている。 

白神山地の地質は、主として9,000万年前（中生代白亜紀）にできた花崗岩類を基盤に、

2,000万年～数百万年前頃（新生代第三紀）の堆積岩（凝灰岩、泥岩、砂岩）とそれをつら

ぬく貫入岩類（地中のマグマが上昇してできた岩。流紋岩、安山岩等）で構成されている。 

 

イ．気候 

白神山地は、日本海側の気候に属しており、四季の移り変わりが明瞭である。 

春は、概ね４月から５月にかけて雪解けとともに新緑が訪れ、動植物の活動が盛んにな

る。夏は、６月から一気に気温が上昇し９月まで山間部でも高温となる。秋は、急激に気

温が降下し、種類の豊富な樹木の紅葉が白神山地全体を彩る。冬は、11月頃から降雪がは

じまり、低温で日本海側特有の北西の強い季節風が吹き、白神山地一帯に深い積雪をもた

らす。 

遺産地域内の櫛石山（鰺ヶ沢町）の尾根部（標高 615ｍの地点）での気象観測データ（1999

年以降）によると、年平均気温は 7.2℃で、最寒月（１月）の平均気温は-4.7℃、最暖月（８

月）の平均気温は 20.5℃である。１年の半分近くは雪に覆われ、最深積雪の平均は約４m

に達する。 

 

ウ．植物 

白神山地を代表する植物群落は、我が国の冷温帯における気候的極相であるブナ林であ

る。白神山地のブナ林はイタヤカエデ、オオバクロモジ、タムシバ等が多く混生し、日本

海側の典型的なブナ林の植生タイプであるブナ-オオバクロモジ群集に代表される。また、

渓畔や地すべりで形成された崖錐等にはサワグルミ群落が広がっており、山麓にはミズナ

ラ群落が出現する。高度 1,000m 以上の主要尾根付近には低木状のダケカンバやミヤマナラ、

アカミノイヌツゲを中心とした風衝型群落がみられ、露岩地などには局所的にハイマツ群

落も発達している。この他、上流域の渓谷に面する岩の多い痩せた尾根にはキタゴヨウ群

落やクロベ群落が分布している。草本群落としては、白神岳山頂付近の尾根上などを中心

に、ゼンテイカ、トウゲブキ、チシマフウロなどからなる高茎草本群落、雪崩斜面などに

はタニウツギ-ヒメヤシャブシ群落やオオイタドリ、オオヨモギ、タヌキランなどから成る
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高茎草本群落などがみられる。さらに、突出した岩石の露頭では、アオモリマンテマやシ

コタンソウなどで構成される草本群落、渓谷に面した斜面や岩場では、ヒトツバヨモギ、

オオヨモギ、フキユキノシタ、オシマオトギリ、クロバナヒキオコシなどで構成される草

本群落が発達している。 

植物相を構成する種には日本海側の多雪地帯を中心に分布する日本海要素の植物が多く、

林内や山頂部の風衝地、崖錘、露頭部の岩礫地等の多様な立地において 540 種以上の多様

な植物が確認されている。これらの植物の中には、白神山地の固有変種であるシラガミク

ワガタや、白神山地を中心とした僅かな地域にしか生育していない準固有種であるアオモ

リマンテマ、ツガルミセバヤ、オガタチイチゴツナギ等が含まれている。また、クロベ、

ウチョウラン、トガクシショウマ、オニシオガマ等の分布限界に近い種やシコタンソウ、

シロウマアサツキ、リシリシノブ、チシマフウロ、シナノキンバイ、ミヤマハンショウヅ

ルといった各種の高山植物などの貴重な植物がみられる。 

 

エ．動物 

白神山地の哺乳類は、これまでに 35 種の生息が確認されており、中でもクロホオヒゲコ

ウモリ、モリアブラコウモリ、コヤマコウモリ等のコウモリ目が多いことが特徴である。

確認されている哺乳類の多くはニホンザル、ツキノワグマ、ニホンカモシカを始めとする

森林性の種であり、渓流にはカワネズミ等、やや攪乱された開放的な環境にはホンドキツ

ネ、ホンドタヌキ等が生息している。哺乳類のうち、ニホンカモシカは特別天然記念物に、

ヤマネは天然記念物にそれぞれ指定されている。 

鳥類は、これまでに 94種の生息が確認されており、特に樹洞に生息する種が多いのが特

徴である。ブナ林を始めとする森林では、樹洞で繁殖するコノハズク、ブッポウソウ、ク

マゲラ等のほか、キビタキ、ゴジュウカラ、クロジ等の様々な森林性鳥類が生息しており、

食物連鎖の頂点に位置付けられるイヌワシやクマタカ等の大型猛禽類も生息している。ま

た、渓流にはシノリガモ、カワガラス、アカショウビン等が生息している。鳥類のうち、

イヌワシ、クマゲラは天然記念物に指定、イヌワシ、クマタカ、オオタカは国内希少野生

動植物種に指定されている。 

爬虫類は、生息に適した森林や餌動物が多く、ニホントカゲ、タカチホヘビ、シロマダ

ラを含む９種が確認されている。 

両生類は、落葉広葉樹林であるブナ林に覆われているため、湿り気のある場所や餌にな

る昆虫などが大変多く、産卵場所にも恵まれており、ハコネサンショウウオ、クロサンシ

ョウウオ、カジカガエル、モリアオガエルを含む 13 種が確認されている。 

魚類は、渓流にイワナ、カジカが生息している。 

昆虫類は、2,200 種以上が確認されている。ブナ林には、フジミドリシジミ、ヨコヤマヒ

ゲナガカミキリ等、ブナに依存する昆虫類が生息している。白神山地に固有の昆虫類とし

ては、シラカミメクラチビゴミムシ、シラカミナガチビゴミムシ等が知られている。 
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（４）社会環境 

ア．歴史 

白神山地とその周辺における人の営みの歴史は、縄文時代（旧石器末期から新石器に相

当）にまで遡る。縄文時代の遺跡は、鰺ヶ沢町、深浦町（旧岩崎村）等の海岸段丘上、西

目屋村の岩木川沿いの砂子瀬地区を中心に分布している。 

鎌倉時代（1185 年～）に入ると、幕府の支配が津軽にも及ぶようになり、南北朝期の正

平 15年（1360 年）頃には、根城南部氏が白神山地及びその周辺の目谷郷（現西目屋村）を

も支配するようになったとされている。 

17 世紀後半に入ると弘前藩では山林保護と造林からなる林業政策が整備され、白神山地

でも木材生産のための伐採が行われるようになる。 

18 世紀に入ると、白神山地東側の西目屋地域では尾太鉱山を中心とした銅鉛鉱山が最盛

期を迎え、坑道の維持や製錬用としての木材の生産のための伐採が行われるようになる。

また、18世紀末、弘前藩では目屋野沢地域（現西目屋村）を流木（ながしぎ＝薪材の呼称）

の生産地と位置付け、十箇年廻伐（薪材を伐採する輪伐）のルールを設定して計画的な伐

採を行ったとされる。19 世紀頃の白神山地の様子は、日本画家である平尾魯僊の「暗門山

水観」（現存する絵は、弟子の山形岳泉の写）により描かれており、暗門川流域（現西目屋

村）で流木を伐り出す目屋地域の人々の生業の様子を伺うことができる。 

20 世紀に入ると、当時の農商務省山林局が所管する森林について、国有林野施業案編成

規程に基づく施業案の編成が進められ、国有林野として計画的な森林施業が実施されるよ

うになった。 

その後、昭和 60 年代に入り、白神山地では青秋林道をめぐる議論があり、自然との調和

を保ちながら森林の利用を図っていくことが社会的に重要視される中、平成２年（1990 年）

３月には、林野庁が白神山地の中心部の保全と学術的利用などを図る目的で約１万７千 ha

を森林生態系保護地域に設定するとともに、平成４年（1992 年）７月には環境庁（現環境

省）が自然公園を除く地域を自然環境保全地域に指定した。 

その後、平成４年（1992 年）10月には世界遺産委員会に推薦書が提出され、平成５年（1993

年）12 月に屋久島とともに日本初の世界自然遺産に登録された。 

 

イ．利用状況 

白神山地では、藩政時代以来、木器作りや薪炭生産などの木材利用や食用としての山菜やキ

ノコ類などの利用が盛んに行われてきた。また、鉱物資源の開発も行われ、青森県側では尾太

鉱山を中心とする湯ノ沢川沿いの銅鉛鉱山群が知られ、秋田県側でも太良鉛山が繁栄した。一

方で、遺産地域を含む白神山地の中心部では、地形が急峻なために、人為による大きな影響は

少なく、ブナ林の原生的な状態が保持されてきた。 

また、白神山地では 17 世紀から弘前藩領内において「狼荒れ」「熊荒れ」など野生動物
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と地域住民の生業活動との間で農作物被害や人身事故などなどの軋轢が生じ、藩の日記に

記録されるようになる。そして「またぎ役」と呼ばれる藩の在郷足軽として農民の一部が

野生動物に対応する役割として位置づけられるようになった。「マタギ」と呼ばれる伝統

的な狩猟文化を継承する狩猟者集団は、農業や山住の杣夫（樵など）を主生業としつつ、

秋季から春季を中心にブナ林の奥に分け入り、ツキノワグマを始めとする野生動物を獲り

生活資源あるいは換金資源として活用する狩猟活動を副業として生活してきた。マタギは

山の神を信仰し、すべての獲物は山の神の授かりものと考えるなど、独特の自然観により、

自然と共生する生活様式を継承し、またそうした歴史的な経験の蓄積によって醸成されて

きた独自の知識体系を有して現在に至っている。加えて､薬草利用を含む山菜やキノコの採

集活動も近世初頭（16 世紀）の古文書記録から確認でき、その持続的な山野の資源利用が

広範におよんでいたことを裏付けている。 

以上のような、白神山地の恵みを基盤とした伝統的な生活様式に基づく利用に代わり、

今日の白神山地では、主に観光、自然探勝、登山等の利用がなされている。 

ただし、遺産地域内については、世界自然遺産登録による知名度の上昇に伴う入山者の

増加による自然環境への影響が懸念されたため、地域住民や利用者、有識者、行政が加わ

った場での議論を経て、一部地域を除き、立ち入りが制限されている。 

現在の遺産地域及びその周辺への入山者数は概ね年間５万人前後とみられている。 
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４．管理の基本方針 

 

（１）管理の目標 

世界自然遺産登録時に評価された白神山地の顕著な普遍的価値（クライテリア：生態系）で

ある東アジア最大のブナ林とその生態系を、将来にわたって保全していくことを目標とする。 

このため、人手を加えずに自然の推移に委ねることを基本とし、各種制度に基づき厳正な保

護を図るとともに、必要に応じて外来種対策等の能動的な管理を行うこととする。また、管理

を行うに当たっては科学的知見やモニタリング結果等を踏まえつつ、順応的に行うこととする。 

 

クライテリア （ix）（生態系）： 

陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や生物群集の進化、発展において、重要な進行中の生態

学的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本である。 

 

（２）管理体制 

遺産地域の管理に当たっては、関係行政機関と地元市町村の連絡調整の場として「白神

山地世界遺産地域連絡会議」（以下「連絡会議」という。）を設置する。関係行政機関は

相互に緊密な連携・協力を図るとともに、地元市町村に協力を得つつ、一体となって遺産

地域の適正かつ円滑な管理を行う。また、遺産地域の管理を効果的に実施するためには、

地元の理解と協力の増進が不可欠であることから、関係行政機関及び地元市町村は、関係

団体及び地元住民等との連携を図る。 

連絡会議は、科学的なデータに基づく順応的な管理に必要な助言を得るため、学識経験

者による科学委員会を設置する。 

 

（３）地域区分による管理 

遺産地域を、①特にすぐれた植生を有し、また、人為の影響をほとんど受けていない核

心的な地域（以下「核心地域（Ａ地域）」という。)、②核心地域の周辺部の緩衝帯として

の役割を果たす地域（以下「緩衝地域（Ｂ地域）」という。）の２種類の管理区分に分け、

この管理区分に沿って管理を行う。 

 

管理区分の面積 

核心地域（Ａ地域） 10,139 ha 

緩衝地域（Ｂ地域）  6,832 ha 

計      16,971 ha 

 

ア．核心地域（Ａ地域） 

核心地域（Ａ地域）は、人手を加えずに自然の推移に委ねることを基本とし、工作物の

新築や土石の採取など、自然環境の保全上支障を及ぼすおそれのある行為は、学術研究等
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特別の事由がある場合を除き、各種保全制度に基づき厳正に規制する。当該地域は、その

全域が森林生態系保護地域の保存地区、大部分が自然環境保全地域の特別地区及び野生動

植物保護地区、一部が国定公園の特別保護地区として保護されている。 

また、今後とも本地域の良好な自然環境を保全するため、既存の歩道を利用した登山等

を除き本地域への立ち入りを制限する。なお、制限の態様については、入り込みの状況、

科学委員会からの助言、地元の意見等を踏まえたものにする。 

 

イ．緩衝地域（Ｂ地域） 

緩衝地域（Ｂ地域）は、現状の保全を図ることを基本とし、必要に応じ、一定の行為を

規制する。特に、核心地域（Ａ地域）の自然環境に影響を及ぼす行為については、厳正に

規制する。当該地域は、その全域が森林生態系保護地域の保全利用地区、大部分が自然環

境保全地域の普通地区、一部が国定公園の特別保護地区又は特別地域、県立自然公園とな

っている。 
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５．管理の方策 

 

（１）生態系の保全 

ア．基本的な考え方 

遺産地域が有する原始性、生物多様性及び優れた自然景観を将来にわたって保全するた

め、これらの基盤となる生態系の構造と機能を維持する。 

原則として人手を加えず自然の推移に委ねることとし、特定の生物や人為的活動等が生

態系に著しく悪影響を及ぼす可能性がある場合には、これら特定の生物等の影響の緩和や

生物多様性の維持等に有効な対策を講じていくものとする。 

また、遺産地域の生態系は多種多様な生物種により構成されており、こうした複雑で将

来予測が困難な生態系については、順応的管理を行う必要がある。このため、関係行政機

関は地元市町村、大学・研究機関、その他の学識経験者などと連携して遺産地域のモニタ

リングを推進し、適正な管理を行う。 

 

イ．遺産地域における保護制度等 

（ア）自然環境保全地域 

 「自然環境保全地域」は、優れた自然環境を維持している地域など一定の要件を満たす

区域のうち、その区域における自然環境を保全することが特に必要な地域として、環境大

臣が「自然環境保全法」に基づき指定し管理する地域である。 

同法に基づき、平成４年（1992年）７月、白神山地の中心部の地域が「白神山地自然環

境保全地域」に指定された。本地域には、特に保全を図るべき土地の区域である「特別地

区」が指定されており、工作物の新築、土地の形質の変更、土石の採取、木竹の伐採など

の行為は、環境大臣の許可が必要とされている。これと同一の地域が「野生動植物保護地

区」に指定されており、保護対象となっている108種類の植物の採取、損傷が禁止されてい

る。これらの地区は、すべて遺産地域の核心地域（Ａ地域）に含まれている。 

特別地区以外の地域は「普通地区」であり、一定規模以上の工作物の新築、土地の形質

の変更等の行為について環境大臣への届出が必要とされている。普通地区は、すべて遺産

地域の緩衝地域（Ｂ地域）に含まれている。 

 

（イ）自然公園（国定公園、県立自然公園） 

 「自然公園」は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、も

って国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを

目的として「自然公園法」に基づき指定される公園であり、自然環境保全地域を除く遺産

地域は「国定公園」、「県立自然公園」のいずれかに指定されている。 

本遺産地域には、環境大臣が同法に基づき指定し、青森県知事が管理している「津軽国

定公園」（昭和 50 年（1975 年）３月指定）と、青森県知事が条例に基づき指定し管理して
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いる「赤石渓流暗門の滝県立自然公園」（昭和 56年（1981 年）７月指定）、及び秋田県知

事が条例に基づき指定し管理している「秋田白神県立自然公園」（平成 16年（2004 年）８

月指定。旧きみまち坂藤里峡県立自然公園。）が含まれている。津軽国定公園には、公園

の保護及び利用上重要な地域であって工作物の新築や木竹の伐採、環境大臣が指定する植

物の採取等の行為は県知事の許可が必要とされている「特別地域」、及び公園の核心的部

分を厳正に保護する地域であって工作物の新築や木竹の伐採、植物の採取等に加え、動物

の捕獲等、落葉落枝の採取やたき火なども県知事の許可が必要とされている「特別保護地

区」が指定され、それぞれの地種区分に応じて規制されている。両県立自然公園には特別

地域が指定され、同様の規制が行われている。 

 

（ウ）森林生態系保護地域 

 「森林生態系保護地域」は、我が国の森林帯を代表する原生的な天然林が相当程度まと

まって存在する地域を保存することにより、森林生態系からなる自然環境の維持、動植物

の保護、遺伝資源の保存、森林施業管理技術の発展、学術研究等に資することを目的とし

ている。本地域は、林野庁が「国有林野の管理経営に関する法律」に基づき計画的に国有

林野の管理経営を行う中で、地域ごとの具体的な管理経営の計画策定に係る細部事項を定

めた「国有林野管理経営規程」により策定された「国有林野施業実施計画」に基づき設定

し管理する地域である。 

本制度に基づき、平成２年（1990 年）３月に白神山地の中心部の地域が「白神山地森林

生態系保護地域」に設定された。「保存地区」は、最も原生的状況を呈する林分で、森林

生態系の厳正な維持を図る地区であり、学術研究や非常災害時の応急処置のための行為等

を除き、原則として、人手を加えずに自然の推移に委ねることとしている。「保全利用地

区」は、保存地区の森林に外部の環境変化の影響が直接及ばないよう緩衝の役割を果たす

地区であり、木材生産を目的とする森林施業は行わず、自然条件等に応じて、森林の教育

的利用、大規模な開発行為を伴わない森林レクリエーションの場としての活用を行うもの

としている。 

遺産地域は、全域が森林生態系保護地域と重複しており、その保存地区が本計画の核心

地域（Ａ地域）と、保全利用地区が緩衝地域（Ｂ地域）と一致している。 

 

（エ）天然記念物 

 「天然記念物」は、動植物（生息地、繁殖地、渡来地及び自生地を含む。）、地質鉱物

（特異な自然現象の生じている土地を含む。）で我が国にとって学術上価値の高いものの

うち重要なものを保存することを目的とし、文部科学大臣が「文化財保護法」に基づき指

定するものである。また、「天然記念物」のうち特に重要なものを「特別天然記念物」に

指定することができる。 

遺産地域に生息・生育する動植物のうち、カモシカが特別天然記念物に、また、クマゲ
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ラ、イヌワシ、ヤマネの３種が天然記念物に指定されている。 

天然記念物の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは

文化庁長官の許可が必要である。 

 

（オ）鳥獣保護区 

 「国指定鳥獣保護区」は、国際的又は全国的な鳥獣の保護の見地から、鳥獣の保護のた

め重要と認める区域について、環境大臣が「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」

に基づいて指定する区域である。 

 同法に基づき、平成 16年（2004 年）３月、遺産地域と重複する地域が「国指定白神山地

鳥獣保護区」に指定され、狩猟が禁止されている。 

 

（カ）国内希少野生動植物種 

 「国内希少野生動植物種」は、本邦に生息又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物

の種であって、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき指定

するものである。 

遺産地域に生息する動物のうち、オオタカ、イヌワシ、クマタカが「国内希少野生動植

物種」に指定されており、捕獲、殺傷、譲渡し等が禁止されている。 

 

（キ）保安林 

 「保安林」は、水源のかん養、土砂の流出の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公

共目的を達成するため、「森林法」に基づき農林水産大臣又は都道府県知事が指定する森林

である。  

 遺産地域の全域が農林水産大臣が指定する水源かん養保安林である。 

 当該保安林における立木の伐採や土地の形質の変更等の行為については、都道府県知事

の許可が必要である。 

 

ウ．生態系の保全・管理 

遺産地域には、白神山地を代表するブナ群落のほか、多様な植物群落が成立しており、

それを基盤として様々な動物が生息し、ブナ林を中心とする多様な生態系が成立している。 

これらの多様な生態系を包含する遺産地域は、その全域が国有林野であり森林生態系保

護地域に設定されているほか、大部分が自然環境保全地域、一部が自然公園に指定されて

いる。関係行政機関は、これらの保全制度に基づき、専門家等と連携・協力を図りながら、

多様な生態系を一体的に保全・管理する。 

遺産地域に生育する植物については、遺産地域が自然環境保全地域、森林生態系保護地

域、自然公園及び保安林に指定・設定されていることから、その全域において各種開発行

為や樹木の伐採、植物の採取等が規制されている。 
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遺産地域に生息する動物については、ツキノワグマ、ニホンカモシカ、イヌワシ、クマ

タカ、クマゲラなど行動圏の広い哺乳類や鳥類から、特定の環境に依存する中小型の哺乳

類や鳥類、両生類、爬虫類、魚類、昆虫類などを含む多種多様な野生動物の生息地の保全

を図るため、生態系本来の構造と機能を維持することを基本として、文化財保護法、鳥獣

の保護及び狩猟の適正化に関する法律、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す

る法律の各種保全制度に基づき管理する。なお、遺産地域全域が鳥獣保護区に指定されて

おり、鳥獣の狩猟が禁止されているほか、魚類については、遺産地域内のすべての河川が

禁漁区に指定されている。 

なお、遺産地域内では木材生産を目的とする森林施業は行わないこととし、緩衝地域及

び遺産地域に接続する周辺の国有林に含まれる人工林においては、関係団体等と連携し、

スギ人工林の広葉樹林化等の自然再生活動を実施する。この他、野生動物や植物の花粉、

種子等は遺産地域の内外に関係なく移動するため、遺産地域に生息・生育する動植物が遺

産地域外からの影響を受けるおそれがある場合には、関係行政機関は関連する地域の市町

村と連携・協力し、実態の把握に努めるとともに、影響を防ぐための方策を検討する。特

に生態系に多大な影響を及ぼすこととなる外来種やニホンジカの侵入、遺産地域周辺にお

ける他地域の個体群を用いた植樹や放流といった遺伝子攪乱の防止に配慮する。 

また、遺産地域内に生息が確認されているイヌワシ、クマタカ、クマゲラといった希少

種は、遺産地域内外での個体群の交流もあることから、関係行政機関は関連する地域の市

町村と連携・協力し、周辺地域も含めた広域的な視点からの生息域等の保全に努める。 

なお、ツキノワグマ、ニホンザル、ニホンカモシカ等についても遺産地域内外にまたがっ

て行動する場合があり、人間生活との軋轢が生じる場合もあることから、必要に応じて周

辺地域と連携し、青森県及び秋田県が定める鳥獣保護事業計画を踏まえつつ、適正な管理

を行う。 

 

エ．気候変動等への対応 

現状では、遺産地域としての価値を損うような生態系への大きな問題は顕在化していな

いが、地球温暖化等の気候変動、外来種・病害虫の侵入、イノシシ・ニホンジカ等の従来

生息していなかった動物の侵入、酸性降下物等については、関係行政機関が地元市町村や

地域の関係者からの協力を得ること等により情報の把握に努め、自然の価値を損ねる危

機・予兆現象の早期発見に努める。また、モニタリングを通じて収集されたデータ及び生

態学的知見については、科学委員会の助言を得て、科学的な評価に基づき具体的な対策等

を検討する。 

特に地球温暖化については、白神山地を代表する純度の高い原生的なブナ林へ影響を及

ぼすおそれがあり、将来的にはブナ林の生育に適した区域が減少するとの予測があること

を踏まえ、ブナ林の動態の経年変化を重点的に監視していくこととする。 
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（２）遺産地域の適正な利用 

ア．基本的な考え方 

遺産地域内については、核心地域（Ａ地域）及び緩衝地域（Ｂ地域）の２種類の管理区

分に沿って適正な利用を図る。核心地域（Ａ地域）では、既存の歩道を利用した登山等を

除き立ち入りを制限することとし、植生等への悪影響が生じないよう適正な利用に誘導す

る。緩衝地域（Ｂ地域）では、各種制度の趣旨に反しない範囲において、森林の文化・教

育的利用、簡易な森林レクリエーションの場、すぐれた自然とのふれあいの場として利用

することができるものとする。なお、遺産地域内での狩猟、魚釣りについては、関係法令

等により原則禁止とされている。 

 

イ．利用の適正化 

遺産地域内の観光、自然探勝、登山等の利用については、世界遺産としての価値を将来

にわたって損なうことのないよう、関係行政機関及び地元市町村は、関係団体と連携して、

白神山地の入山者への利用マナーの周知及び普及を図るとともに、必要に応じて適正な利

用に誘導する。 

遺産地域周辺の林道のうち、核心地域（Ａ地域）への立ち入りに関して影響を及ぼす可

能性のあるものについては、一般車両の通行を制限する。 

また、利用の適正化を図るため、関係行政機関は、巡視活動時に核心地域（Ａ地域）へ

の立ち入り状況や違法行為等の状況を確認するとともに、入山者数の動向とそれに伴う生

態系への影響を把握するためのモニタリングを行う。巡視活動やモニタリングの結果を踏

まえ、過剰利用等により生態系への影響が見られた場合やそのおそれがある場合には、利

用の適正化に向けた調整を検討する。 

 

ウ．エコツーリズムの推進 

世界遺産としての価値を将来にわたって維持していくため、入山者が白神山地の自然環

境とその保護の重要性についてより一層理解を深められるよう、緩衝地域（Ｂ地域）及び

遺産地域周辺地域において体験型のプログラムに基づく利用を推進する。 

エコツーリズムの推進に当たっては、地域に暮らす人たちの知恵や技術を活かしながら、

野外での自然解説や展示施設での解説等を行う人材の育成及び利用プログラムの構築と実

践に向けて取り組んでいく。また、自然解説等を行う際に、利用に伴う自然環境への悪影

響が生じることのないように配慮するためのガイドラインを作成し、持続可能な利用と保

全の両立を図っていく。 

 

（３）巡視活動 

関係行政機関は、遺産地域の管理の一環として、遺産地域における違法行為の防止と入

山者のマナー向上を促進するため、地元市町村と共同で巡視活動を実施する。 
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また、これを補完するため、民間のボランティアに巡視を委嘱する。 

司法警察員としての資格を有する森林管理署職員等については、違法行為の取締を迅速

に行うため、効果的に巡視活動を行うとともに、違法行為発見時における捜査と関係機関

との連絡体制の強化を図っていく。 

関係行政機関は、ボランティア巡視員や地元市町村の参加・協力を得つつ、効果的・効

率的な巡視活動が行われるよう、合同パトロール等の機会を通じて情報共有するなど、抑

止効果等の検証に努める。 

巡視活動の実施に当たっては、連絡会議において作成している「白神山地世界遺産地域

巡視マニュアル」を活用し、関係団体や地域住民等の参加・協力を得て、効果的に行う。

また、巡視活動を行った結果については、連絡会議において開催する巡視員会議等に情報

提供を行う。 

 

（４）生態系の保全に配慮した施設整備・管理 

遺産地域の管理及び適正な利用のために必要な施設の整備については、世界遺産として

の価値を将来にわたって維持していくために、必要最小限の規模とする。 

標識等の管理施設の整備が必要な場合には、各種制度に基づき、景観に配慮したデザイ

ンとし、関係行政機関と地元市町村は種類、配置、デザイン等の統一化を進めるとともに、

工事の過程や整備後の管理においても自然環境への影響を及ばさないよう配慮する。 

 

（５）環境教育、情報の発信と普及啓発 

遺産地域の保全・管理や適正な利用を推進するためには、入山者や地域住民等の理解と

協力を得ることが重要である。このため、遺産地域で評価された特異な生態系のほか、こ

れらの基盤としての自然、歴史、文化等について、幅広く環境教育・普及啓発活動を行う

とともに、情報の発信等を行う。 

また、登山等の利用に伴う遺産地域の生態系への影響の軽減や安全で持続可能な利用を

図るため、白神山地における利用のルールやマナーの普及啓発を行う。 

具体的には、関係行政機関及び地元市町村は、以下の取組を積極的に行う。 

①白神山地の自然等に関するセミナー、地元小・中学生等を対象とした森林教室や自然体

験活動、ガイド事業者を対象とした研修会等の開催等を通じて環境教育を推進する。 

②保護意識の普及啓発のため、各主要施設やイベント等の場において、展示物、案内板、

ホームページ、パンフレット、映像等を効果的に活用し、国内外への情報の発信に努める。 

③利用に関するルールやマナーについて、巡視活動や各主要施設での解説等の機会を通じ

て、登山者や一般観光客に対して普及啓発を行う。 

 なお、これらの取組を効果的に推進するため、関係行政機関及び地元市町村は連絡会議

を通じて情報の共有化に努める。 

 



16 
 

（６）調査研究・モニタリング 

遺産地域を科学的知見に基づき順応的に管理していくため、関係行政機関は、地元市町

村、大学・研究機関、その他の学識経験者等と連携・協力して、効果的な調査研究・モニ

タリングによる科学的知見の集積に努める。また、科学委員会の助言を得つつ、遺産地域

の管理に必要なモニタリングの目標、実施項目、管理指標を設定した「白神山地世界遺産

地域モニタリング計画」に基づき、長期的なモニタリングを実施する。実施したモニタリ

ングの成果は、環境省白神山地世界遺産センター西目屋館に集約し、公開可能なものにつ

いては広く一般にも情報提供しつつ、遺産地域の適正な管理に活用する。さらに、関係行

政機関以外の機関が実施した調査についても、当該実施機関とのデータの共有などについ

て積極的に協力を依頼する。 

 

（７）関係行政機関及び地元市町村の体制 

関係行政機関及び地元市町村は、白神山地の適正な保全・管理の推進を図るために設置

された連絡会議を通じて連絡調整を行い、科学委員会との連携、情報共有を図りつつ、上

記（１）～（６）の事項について遺産地域の効率的・効果的な管理を進める。 

 

ア．環境省（東北地方環境事務所） 

西目屋自然保護官事務所及び藤里自然保護官事務所において、自然環境保全地域、国指

定鳥獣保護区の管理等を行う。 

 

イ．林野庁（東北森林管理局） 

津軽森林管理署及び米代西部森林管理署において、白神山地森林生態系保護地域の国有

林野の保全・管理を行う。 

また、藤里森林センター及び津軽白神森林環境保全ふれあいセンターにおいては、関係

団体と連携し、自然再生活動や森林環境教育を行う。 

 

ウ．文化庁（青森県教育委員会・秋田県教育委員会） 

青森県文化財保護課及び秋田県文化財保護室において、文化財保護法に基づき天然記念

物の管理を行う。 

 

エ．青森県 

自然保護課において、国定公園及び県立自然公園の保全・管理、野生生物の保護管理を

行う。 

 

オ．秋田県 

自然保護課において、県立自然公園の保全・管理、野生生物の保護管理を行う。 
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カ．鰺ヶ沢町・深浦町・西目屋村・能代市・藤里町・八峰町 

各担当課において、遺産地域の保護と適正な利用に向け、各行政区における自然保護業

務、野生生物の保護管理、エコツーリズムの推進、環境対策、文化財の管理等に務める。 

 

（８）地域との連携・協働 

関係行政機関及び地元市町村は、地域との連携・協働を推進するため、連絡会議におい

て連絡調整を図るとともに様々な機会を通じて、関係団体や地域住民等の意見を幅広く聴

きつつ、遺産地域の適正な管理を行う。また、その結果については積極的な情報の発信等

により、情報の共有に努める。 

さらに、遺産地域の関係団体や地域住民等の積極的な参加・協力を得ることにより、地

域との連携・協働による遺産地域の保全や適正な利用を推進する。 
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６．計画の実施その他の事項 

（１）計画の実施 

遺産地域の適正な保全・管理が遂行されるよう、関係行政機関及び地元市町村は、管理

計画記載の各事項を円滑に実施する。 

また、管理計画では記載のない遺産地域の利用方針の細部にわたる取扱いや個別の課題、

今後の管理のあり方については、本管理計画を基に、必要に応じ科学委員会の助言、地元

関係者等の意見を聴きつつ、適宜連絡会議において確認していくものとする。 

 

（２）計画の見直し 

管理計画は、自然環境のモニタリング結果や社会環境の変化等を踏まえ、必要に応じ見

直しを行う。その際には、広く意見を聴き、科学委員会からの助言を得つつ、連絡会議に

おいて検討する。 

 

（３）地元市町村の周辺地域における取組 

遺産地域の保全・管理を充実させていくためには、遺産地域の周辺地域も含めて、環境

保全に配慮した生活スタイル・生産活動を普及・浸透させていくことが効果的である。地

元市町村やその周辺市町村では、ゴミの減量化、省資源・リサイクル、美化清掃、低公害

車の導入、地域の子供たちを対象とした環境学習や自然体験活動の推進等、身近な生活環

境を保全し、自然と共生する地域を形成していくための様々な取組を行ってきている。今

後は、地域の環境意識をより一層高めつつ、白神山地と地域の繋がりを意識した豊かな地

域づくりを積極的に推進していく。 
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７．おわりに 

白神山地は、東アジア最大の原生的なブナ属の森林が広がる地域であり、その独特の成

立過程や日本海側独特の気象条件などから、世界的にも特異な生態系が成立している。 

我々には、先人の意志を引き継ぎ、白神山地を人類共有の財産として後世に引き継いで

いく責務があることも忘れるべきではない。 

保全・管理を担う関係行政機関及び地元市町村の連携・協力はもちろんのこと、関係団

体や地域住民等多くの人々の積極的な参加・協力を得て、世界遺産地域の自然が、より輝

きを増していくように、様々な取組を進めるものとする。 
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白神山地世界遺産地域管理計画 巻末付表等（案） 

平成 25 年１月 

表１ 白神山地世界遺産に係る各種制度の概要 

制度名 指定年月 概要 
地域区分 
及び面積 

管理区分 主な規制内容等 備考 

自然環境保全
地域 
（白神山地自
然環境保全地
域） 

平成 4 年 7
月 

優れた天然林など
一定の要件を満た
す区域のうち、自然
的社会的諸条件か
ら見てその区域に
おける自然環境を
保全することが特に
必要な地域 

特別地区 
9,844ha 

核心地域 
（A 地域） 

環境大臣の許可が必要な行為
（第 25 条)：①工作物の新築・改
築・増築、②土地の形質の変更、
③土石の採取、④水面の埋立、
⑤河川等の水位・水量の増減、
⑥木竹の伐採、 

自 然 環 境 保
全法 
 

 野生動植物
保護地区 
9,844ha 
(上記と同一
の区域) 

核心地域 
（A 地域） 

地域毎の保全計画に定める動植
物の採取、損傷が原則として禁
止（第 26 条） 
（保護すべき野生動植物の種類
については下記参照） 

 普通地区 
4,199ha 

緩衝地域 
（B 地域） 

環境大臣に届出が必要な行為
(第 28 条)：①一定規模以上の工
作物の新築・改築・増築、②土地
の形質の変更、③土石の採取、
④水面の埋立、⑤特別地域内の
河川等の水位・水量の増減 

自然公園 
（津軽国定公
園）  

昭和 50 年 3
月 

優れた自然の風景
地として保護と利用
の増進を図るととも
に、生物多様性の
確保に寄与するた
め、自然環境を保
護する必要がある
地域。 

特別地域 
624ha 

緩衝地域 
（B 地域） 

青森県知事の許可が必要な行
為（第 20 条)： ①工作物の新築・
改築・増築、②木竹の伐採、③土
石等の採取、④河川等の水位・
水量の増減、⑤広告物の設置
等、⑥土石等の集積・貯蔵、⑦水
面の埋立等、⑧土地の形状変
更、⑨指定植物の採取等、⑩壁
面等の色彩の変更 
（採取又は損傷を規制する植物
の種については下記参照） 

自然公園法 
 

 特別保護地
区 
344ha 

核心地域 
（A 地域） 
緩衝地域 
（B 地域） 

青森県知事の許可が必要な行
為(第 21 条)：上記①～⑧、⑩に
加え、⑪木竹の損傷、⑫木竹の
植栽、⑬動物を放つこと⑭物の
集積・貯蔵、⑮火入れ・たき火、
⑯植物の採取・損傷・落葉落枝
の採取、⑰植物の植栽・播種、⑱
動物の捕獲、⑲車馬等の乗り入
れ 

( 赤石 渓流 暗
門の滝県立自
然公園） 

昭和 56 年 7
月 

特別地域 
1,952ha 

緩衝地域 
（B 地域） 

青森県知事の許可が必要な行
為（第 21 条）：国定公園特別地域
と同じ行為 
（採取又は損傷を規制する植物
の種については下記参照） 

青森県 
自 然 公 園 条
例 
 

秋田白神県立
自然公園) 

平成 16 年 8
月 

特別地域 
8ha 

緩衝地域 
（B 地域） 

秋田県知事の許可が必要な行
為（第 15 条）：国定公園特別地域
と概ね同等の行為（採取又は損
傷を規制する植物の種について
は下記参照） 

秋田県 
自 然 公 園 条
例 
 

森林生態系保
護地域 
( 白神 山地 森
林生態系保護
地域) 

平成 2 年 3
月 

原生的な天然林を
保 存 す る こ と に よ
り、森林生態系から
なる自然環境の維
持、動植物の保護、
遺伝資源の保存、
森林施業管理技術
の発展、学術研究
等に資する地域 

保存地区 
10,139ha 

核心地域 
（A 地域） 

原則として、人手を加えずに自然
の推移に委ねる。 
（モニタリング、学術研究その他
公益上の事由により必要と認め
られる行為、非常災害のための
応急措置、その他法令等に基づ
く行為等はこの限りでない。） 

保 護 林 の 再
編・拡充につ
い て ( 平 成 元
年 4 月林野庁
長官通達) 
 

 保全利用地
区 
6,832ha 

緩衝地域 
（B 地域） 

木材生産を目的とする森林施業
は行わない。(人工林がある場合
は、複層林施業ができる。)森林
の教育的利用、大規模な開発行
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為を伴わない森林レクリエーショ
ンの場としての活用はできる。 

天然記念物 
（種指定のみ） 

カ モ シ カ ： 昭

和 30 年 

ク マ ゲ ラ ： 昭

和 40 年 

イ ヌ ワ シ ： 昭

和 40 年 

ヤマネ：昭和

50 年 

動物、植物及び地
質鉱物で我が国に
とって学術上の評
価の高いもの 

特別天然記
念物 
カモシカ、 
天然記念物 
クマゲラ、イ
ヌ ワ シ 、 ヤ
マネ 

 現状を変更し又はその保存に影
響を及ぼす行為は文化庁長官の
許可が必要（第 125 条）。 

文 化 財 保 護
法 
 

鳥獣保護区 
（国指定白神
山地鳥獣保護
区） 

平成 16 年 3
月～平成 25
年 10 月 

国際的又は全国的
な鳥獣の保護の見
地から、その鳥獣
の保護のために重
要と認められる区
域 
 

16,971ha 
（ 遺 産 区 域
外を含めた
総面積 
17,157ha） 

核心地域 
（A 地域） 
緩衝地域 
（B 地域） 

環境大臣の許可が必要な行為 
（第９条）：①鳥獣の捕獲又は殺
傷、鳥類の卵の採取又は損傷 

鳥 獣 の 保 護
及び狩猟の適
正化に関する
法律 
 

国内希少野生
動植物種 

平成 5 年 4
月 

本邦に生息し又は
生育する絶滅のお
それのある野生動
植物の種 

イヌワシ、ク
マタカ、オオ
タカ 

 生きている個体については、捕
獲等（捕獲、採取、殺傷、損傷）
が原則として禁止（第９条）。 
学術研究、繁殖、教育、個体の
生息状況又は生育状況の調査
などの目的で捕獲等する場合
は、環境大臣の許可が必要（第
10 条）。 

絶滅のおそれ
のある野生動
植 物 の 種 の
保存に関する
法律 
 

保安林 
（水源かん養
保安林） 

昭和 34 年 
（追加：昭和
45 年） 
（追加：昭和
46 年） 
（追加：平成
16 年） 

水源のかん養、土
砂の流出の防備、
生活環境の保全・
形成等特定の公共
目的を達成 

16,971ha 核心地域 
（A 地域） 
緩衝地域 
（B 地域） 

立木の伐採や土地の形質の変
更等の行為については、都道府
県 知 事 の 許 可 が 必 要 （ 第 34
条）。 

森林法 

 

白神山地自然環境保全地域野生動植物保護地区において保護すべき野生動植物の種類（植物） 

（平成４年７月 10 日環境庁告示第 47 号） 

ヒモカズラ、エゾフユノハナワラビ、リシリシノブ、ミヤマシシガシラ、ホテイシダ、ハイマツ、キャラボク、ミツモリミミナグサ、

センジュガンピ、アオモリマンテマ、キクザキイチリンソウ、サンリンソウ、ミヤマハンショウヅル、ミツバオウレン、ミヤマキ

ンポウゲ、シラネアオイ、サンカヨウ、キバナイカリソウ、トガクシショウマ、イワオトギリ、オシマオトギリ、エゾノイワハタザ

オ、ミヤマガラシ、ツガルミセバヤ、ミヤママンネングサ、ウメバチソウ、ヤシャビシャク、シコタンソウ、ウチワダイモンジソ

ウ、フキユキノシタ、イワキンバイ、ミヤマキンバイ、ミネザクラ、マルバシモツケ、エゾノシロバナシモツケ、イワオウギ、ツ

ガルフジ、チシマフウロ、オオバキスミレ、ミヤマスミレ、ミヤマツボスミレ、ゴゼンタチバナ、ハクサンサイコ、シラネニンジ

ン、イワカガミ、イワウチワ、ギンリョウソウ、イワナシ、ウラジロコヨウラク、ウラジロヨウラク、ムラサキヤシオ、ハクサンシ

ャクナゲ、ミヤマホツツジ、イワツツジ、コケモモ、オオサクラソウ、ツマトリソウ、エゾリンドウ、エゾオヤマリンドウ、オオバ

ノヨツバムグラ、エゾハナシノブ、タテヤマウツボグサ、イブキジャコウソウ、オオバミゾホオズキ、エゾシオガマ、ミヤマク

ワガタ、クガイソウ、マルバキンレイカ、アサギリソウ、オニアザミ、ミネアザミ、トガヒゴタイ、ミヤマアキノキリンソウ、シロ

ウマアサツキ、ミヤマラッキョ、ツバメオモト、カタクリ、ニッコウキスゲ、クルマユリ、キンコウカ、チャボゼキショウ、タマガ

ワホトトギス、エンレイソウ、コバイケイ、オガタチイチゴツナギ、ミズバショウ、ザゼンソウ、サギスゲ、コアニチドリ、サルメ

ンエビネ、イチヨウラン、コイチヨウラン、アケボノシュスラン、ヒロハツリシュスラン、ノビネチドリ、フジチドリ、フガクスズム

シ、ジガバチソウ、クモキリソウ、アリドオシラン、ハクサンチドリ、ウチョウラン、コケイラン、ジンバイソウ、ヤマサギソウ、

キソチドリ、オオヤマサギソウ、ショウキラン 

計108種 

白神山地自然環境保全地域野生動植物保護地区において、保護すべき野生動物は指定されていない。
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津軽国定公園の特別地域において、採取又は損傷を規制する植物 

（昭和５６年３月２３日 環境庁告示第３４号） 

科名 種 名 （ミズゴケ科の植物にあっては属名） 

ミズゴケ ミズゴケ 

ヒカゲノカズラ 
ミヤマヒカゲノカズラ、ヒメスギラン、スギラン、ヤチスギラン、マンネンスギ、タカネヒカゲ

ノカズラ 

イワヒバ エゾヒメクラマゴケ、ヒモカズラ、イワヒバ 

イノモトソウ リシリシノブ 

オシダ オクヤマシダ、ニッコウシダ 

チャセンシダ クモノスシダ 

ウラボシ ホテイシダ 

マツ ハイマツ 

ヒノキ ミヤマビャクシン（ミヤマハイビャクシン） 

ヤマモモ ヤチヤナギ 

タデ イブキトラノオ（エゾイブキトラノオを含む。）、ウラジロタデ 

ナデシコ 
アオモリミミナグサ、オオバナノミミナグサ、タカネナデシコ（クモイナデシコを含む。）、セ

ンジュガンピ、アオモリマンテマ、エゾフスマ（シラオイハコベ） 

キンポウゲ 

オクトリカブト、フクジュソウ、ヒメイチゲ、キクザキイチリンソウ、アズマイチゲ、ミヤマオダ

マキ、リュウキンカ（エンコウソウを含む。）、エゾリュウキンカ、ミヤマハンショウヅル（コミ

ヤマハンショウヅルを含む。）、ミツバオウレン、シラネアオイ、オキナグサ、ミヤマキンポ

ウゲ、ミヤマカラマツ、ヤマシャクヤク、ベニバナヤマシャクヤク 

メギ サンカヨウ、キバナイカリソウ、トガクシショウマ（トガクシソウ） 

スイレン エゾヒツジグサ（ヒツジグサを含む。） 

ドクダミ ハンゲショウ 

ウマノスズクサ ミチノクサイシン、オクエゾサイシン、ウスバサイシン（サイシン） 

オトギリソウ エゾオトギリ、イワオトギリ（ハイオトギリ）、オシマオトギリ 

モウセンゴケ モウセンゴケ 

ケシ エゾエンゴサク、ミチノクエンゴサク、オサバグサ 

アブラナ イワハタザオ（イワテハタザオを含む。）、ミヤマガラシ（ヤマガラシ） 

ベンケイソウ コイワレンゲ（アオノイワレンゲ）、イワベンケイ、ミヤママンネングサ、ツガルミセバヤ 

ユキノシタ 
ウメバチソウ（コウメバチソウを含む。）、シコタンソウ、ダイモンジソウ（ウチワダイモンジ

ソウを含む。）、フキユキノシタ 

バラ 

ノウゴウイチゴ、イワキンバイ、エゾツルキンバイ、ミヤマキンバイ、クロバナロウゲ、ミネ

ザクラ（チシマザクラを含む。）、オオタカネバラ、ハマナス（ハマナシ）、ベニバナイチゴ、

マルバシモツケ 
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マメ イワオオギ、ツガルフジ 

フウロソウ チシマフウロ、ハマフウロ 

トウダイグサ ヤマアイ 

スミレ 
ウスバスミレ、オオバキスミレ、テリハタチツボスミレ、イソスミレ、オオバタチツボスミレ、ミ

ヤマスミレ 

アカバナ ヤナギラン、ミヤマアカバナ、ムツアカバナ 

ミズキ ゴゼンタチバナ 

セリ ハクサンサイコ、カラフトニンジン、シラネニンジン 

イワウメ 
イワウメ、イワカガミ（コイワカガミ、オオイワカガミを含む。）、イワウチワ（オオイワウチ

ワ、トクワカソウを含む。） 

イチヤクソウ 

ウメガサソウ、オオウメガサソウ、シャクジョウソウ、ギンリョウソウモドキ（アキノギンリョ

ウソウ）、ギンリョウソウ、ベニバナイチヤクソウ（ベニイチヤクソウ）、ジンヨウイチヤクソ

ウ 

ツツジ 

コメバツガザクラ、イワヒゲ、シラタマノキ、イソツツジ（エゾイソツツジ）、ウラジロヨウラク

（ツリガネツツジを含む。）、ツルコケモモ、イワナシ、エゾノツガザクラ、ナガバツガザク

ラ、ムラサキヤシオ、キバナシャクナゲ、ハクサンシャクナゲ（シロバナシャクナゲ、ネモト

シャクナゲを含む。）、ミヤマホツツジ、イワツツジ、コケモモ 

ガンコウラン ガンコウラン 

サクラソウ 
ヤナギトラノオ、ミチノクコザクラ、オオサクラソウ、ユキワリソウ、ツマトリソウ、コツマトリ

ソウ 

リンドウ ミヤマリンドウ、エゾリンドウ、ホソバツルリンドウ、ミツガシワ 

ハナシノブ エゾノハナシノブ 

ムラサキ ムラサキ、ハマベンケイソウ 

シソ 
ムシャリンドウ、タテヤマウツボグサ、デワノタツナミソウ、エゾナミキソウ、イブキジャコウ

ソウ（イワジャコウソウを含む。） 

ゴマノハグサ 
オオバミゾホオズキ、ヨツバシオガマ、エゾシオガマ、エチゴトラノオ、ビロードトラノオ（エ

ゾルリトラノオ）、クガイソウ 

ハマウツボ ハマウツボ、キヨスミウツボ 

タヌキモ ミミカキグサ、コタヌキモ、ヤチコタヌキモ、ムラサキミミカキグサ 

スイカズラ ウコンウツギ 

オミナエシ マルバキンレイカ 

マツムシソウ マツムシソウ（エゾマツムシソウを含む。） 

キキョウ フクシマシャジン、サワギキョウ、キキョウ 

キク 
エゾノコギリソウ、アサギリソウ、コハマギク、チョウカイアザミ、ミネアザミ、エゾムカシヨモ

ギ、アズマギク、ミヤマアズマギク、ウスユキソウ、トウゲブキ、トガヒゴタイ、ヒメヒゴタイ、
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コウリンカ、サワオグルマ、エゾオグルマ、ミヤマアキノキリンソウ（コガネギク） 

ホロムイソウ ホロムイソウ 

ユリ 

ネバリノギラン、シロウマアサツキ、ミヤマラッキョウ、ツバメオモト、スズラン、カタクリ、キ

バナノアマナ、ショウジョウバカマ、ニッコウキスゲ（ゼンテイカ）、タチギボウシ、コオニユ

リ、スカシユリ、エゾスカシユリ、クルマユリ、キンコウカ、ヒロハユキザサ、オオバタケシマ

ラン、チャボゼキショウ、タマガワホトトギス、オオバナノエンレイソウ、エンレイソウ 

アヤメ ノハナショウブ、カキツバタ、ヒオオギアヤメ 

サトイモ ミズバショウ、ヒメザゼンソウ、ザゼンソウ 

カヤツリグサ イトキンスゲ、イワキスゲ（キンチャクスゲ）、サギスゲ 

ラン 

コアニチドリ、エビネ、キンセイラン、ナツエビネ、サルメンエビネ、ヒメホテイラン、ギンラ

ン、キンラン、ササバギンラン、ユウシュンラン、サイハイラン、トケンラン、シュンラン（ホク

ロ）、コアツモリ、クマガイソウ、イチヨウラン、サワラン（アサヒラン）、コイチヨウラン、アオ

スズラン（エゾスズラン）、カキラン、オニノヤガラ、アケボノシュスラン、ヒロハツリシュスラ

ン、ミヤマウズラ、ノビネチドリ、ミヤマモジズリ、ミズトンボ、フガクスズムシ、セイタカスズ

ムシ、ジガバチソウ、クモキリソウ、スズムシソウ、フタバラン（コフタバラン）、アオフタバラ

ン、ミヤマフタバラン、アリドオシラン、ハクサンチドリ（ウズラバハクサンチドリを含む。）、

ウチョウラン、コケイラン、タカネトンボ、ジンバイソウ、ミズチドリ、ヤマサギソウ、コバノト

ンボソウ、キソチドリ、オオヤマサギソウ、トキソウ、ヤマトキソウ、ヒトツボクロ、トンボソ

ウ、ハクウンラン、ショウキラン 

計 256 種 



 

6 

赤石渓流暗門の滝県立自然公園の特別地域内において許可を受けなければ採取してはならない高山植物等 （昭

和６１年６月７日 青森県告示第４２７号） 

科名 種名 

ヒカゲノカズラ マンネンスギ 

イワヒバ イワヒバ、ヒモカズラ、エゾヒメクラマゴケ 

コケシノブ コウヤコケシノブ 

ウラボシ リシリシノブ、クモノスシダ、ホテイシダ、ニッコウシダ、ヒメサジラン 

ヒノキ ミヤマビャクシン 

ウマノスズクサ ウスバサイシン、オクエゾサイシン、ミチノクサイシン 

タデ ウラジロタデ、イブキトラノオ 

ナデシコ センジュガンピ、アオモリマンテマ、カラフトミミナグサ 

キンポウゲ 
ヤマシャクヤク、シラネアオイ、シナノキンバイ、ミツバオウレン、ミヤマカラマツ、ヒメイ

チゲ、サンリンソウ、フクジュソウ、ミヤマハンショウズル 

メギ トガクシショウマ 

アブラナ イワハタザオ 

ベンケイソウ ミヤママンネングサ、ツガルミセバヤ、コイワレンゲ（アオノイワレンゲ） 

ユキノシタ ダイモンジソウ、フキユキノシタ、シコタンソウ、ウメバチソウ、エゾクロクモソウ 

バラ イワキンバイ、ミヤマキンバイ、オオタカネバラ 

マメ ツガルフジ 

フウロソウ チシマフウロ 

オトギリソウ エゾオトギリ 

スミレ オオバキスミレ、ウスバスミレ、ミヤマスミレ、テリハタチツボスミレ 

アカバナ ミヤマアカバナ 

セリ ハクサンサイコ、イワテトウキ、シラネニンジン 

ミズキ ゴゼンタチバナ 

イワウメ イワウチワ、イワカガミ、オオイワカガミ 

イチヤクソウ 
イチヤクソウ、ベニバナイチヤクソウ、ジンヨウイチヤクソウ、ウメガサソウ、シャクジョ

ウソウ、マルバノイチヤクソウ、アキノギンリョウソウ 

ツツジ 
アカモノ、ウスノキ、ナツハゼ、クロウスゴ、コケモモ、ハクサンシャクナゲ、オオバスノ

キ 

サクラソウ オオサクラソウ 

リンドウ エゾリンドウ 
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ハナシノブ ミヤマハナシノブ 

シソ ラショウモンカズラ、タテヤマウツボグサ、イブキジャコウソウ、デワノタツナミソウ 

ゴマノハグサ 
オオバミゾホオズキ、クガイソウ、エゾシオガマ、コシオガマ、ヤマルリトラノオ、エゾル

リトラノオ 

オミナエシ マルバキンレイカ 

キク 
ミヤマアズマギク、アサギリソウ、キオン、トウゲブキ、オニアザミ、ミヤマアキノキリン

ソウ、トガヒゴタイ 

ユリ 

チシマゼキショウ、チャボゼキショウ、タマガワホトトギス、オオバギボウシ、ニッコウキ

スゲ、タケシマラン、オオバタケシマラン、ツバメオモト、クルマバツクバネソウ、オオシ

ュロソウ、シブツアサツキ 

ラン 

クマガイソウ、コアツモリソウ、ウチョウラン、コアニチドリ、ノビネチドリ、オオヤマサギ

ソウ、キソチドリ、ジンバイソウ、トンボソウ、ササバギンラン、ショウキラン、ミヤマフタ

バラン、アケボノシュスラン、アリドウシラン、セイタカスズムシソウ、クモキリソウ、ジガ

バチソウ、ホテイラン、コイチヨウラン、コケイラン、エビネ、ナツエビネ、サルメンエビ

ネ、イチヨウラン、シュンラン、ツチアケビ、ハクウンラン、キンセイラン、エゾスズラン 

計 131 種 
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秋田白神県立自然公園の特別地域内において採取し、又は損傷することを制限する植物 

（昭和３８年７月１５日 秋田県規則第２６号） 

科 名  種 名  

ミズゴケ 全 種 （秋 田 県 内 確 認 種 ） 

ヒカゲノカズラ チシマヒカゲノカズラ、スギカズラ、ミズスギ、アスヒカズラ、ヒメスギラン、

スギラン、ヤチスギラン、タカネヒカゲノカズラ、コスギラン、マンネンスギ 

イワヒバ エゾノヒメクラマゴケ、コケスギラン、ヒモカズラ、イワヒバ 

ミズニラ ヒメミズニラ、ミズニラ 

トクサ ミズドクサ、イヌドクサ 

ハナヤスリ オオハナワラビ、フユノハナワラビ、ハマハナヤスリ、ヒロハハナヤスリ 

ゼンマイ ヤシャゼンマイ 

キジノオシダ キジノオシダ 

コケシノブ ヒメハイホラゴケ、ハイホラゴケ、アオホラゴケ、ウチワゴケ、コウヤコケシ

ノブ、ホソバコケシノブ、コケシノブ 

コバノイシカグマ コバノイシカグマ、イワヒメワラビ、フモトシダ 

シノブ シノブ 

ホウライシダ ハコネシダ、リシリシノブ、カラクサシダ 

イノモトソウ オオバノイノモトソウ、オオバノハチジョウシダ、イノモトソウ 

チャセンシダ ヒメイワトラノオ、ヤマドリトラノオ、クモノスシダ、イチョウシダ、イワトラノ

オ、チャセンシダ、イヌチャセンシダ 

シシガシラ ミヤマシシガシラ、オサシダ 

オシダ ナンゴクナライシダ、ハカタシダ、オニカナワラビ、キヨスミヒメワラビ、オ

ニヤブソテツ、ヤブソテツ、オクヤマシダ、イワヘゴ、ヤマイタチシダ、サイ

ゴクベニシダ、ミサキカグマ、オオクジャクシダ、ベニシダ、ニオイシダ、オ

オベニシダ、ギフベニシダ、キノクニベニシダ、ナンタイシダ、トウゴクシ

ダ、オオイタチシダ、タニヘゴ、ツルデンダ、アイアスカイノデ、カラクサイ

ノデ、ツヤナシイノデ、イノデ、サイゴクイノデ、イノデモドキ 

ヒメシダ ゲジゲジシダ、ハシゴシダ、ニッコウシダ、メニッコウシダ、ヒメワラビ、ミド

リヒメワラビ 

イワデンダ ウスヒメワラビ、オクヤマワラビ、ホソバイヌワラビ、イワイヌワラビ、サキ

モリイヌワラビ、ミヤマヘビノネゴザ、ヒロハイヌワラビ、ハコネシケチシ

ダ、コウライイヌワラビ、セイタカシケシダ、フモトシケシダ、ミドリワラビ、

イワヤシダ、ヌリワラビ、キタノミヤマシダ、ミヤマシダ、ウサギシダ、イワ

ウサギシダ、コガネシダ、フクロシダ 
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ウラボシ ミツデウラボシ、ホテイシダ、ヒメノキシノブ、ノキシノブ、ミヤマノキシノ

ブ、ヒメサジラン、オシャグジデンダ、エゾデンダ、イワオモダカ、ビロード

シダ 

ヒメウラボシ オオクボシダ 

デンジソウ デンジソウ 

サンショウモ サンショウモ 

アカウキクサ オオアカウキクサ 

マツ ハイマツ 

ヒノキ ミヤマビャクシン、ハイネズ、ネズ、ミヤマネズ 

イチイ キャラボク、チャボガヤ 

カバノキ ミヤマハンノキ 

イラクサ オニヤブマオ、クサコアカソ、ヤマミズ、ホソバイラクサ 

ヤドリギ ホザキヤドリギ 

ツチトリモチ ミヤマツチトリモチ 

タデ オヤマソバ、オンタデ、イブキトラノオ、ムカゴトラノオ、エゾノミズタデ、サ

クラタデ、ミヤマタニソバ、ヤナギヌカボ、サデクサ、ボントクタデ、ヌカボタ

デ、アキノミチヤナギ 

ツルナ ツルナ 

ナデシコ チョウカイフスマ、オオバナノミミナグサ、オオミミナグサ、タカネナデシコ、

ハマハコベ、センジュガンピ、フシグロセンノウ、ハマツメクサ、アオモリマ

ンテマ、シラオイハコベ 

アカザ ホソバノハマアカザ、ハマアカザ、カワラアカザ、オカヒジキ 

マツブサ チョウセンゴミシ 

キンポウゲ オオレイジンソウ、ウゼントリカブト、アズマレイジンソウ、フクジュソウ、ヒ

メイチゲ、スハマソウ、ハクサンイチゲ、キクザキイチゲ、アズマイチゲ、

サンリンソウ、オオヤマオダマキ、ミヤマオダマキ、エゾノリュウキンカ、リ

ュウキンカ、オオバショウマ、ミヤマハンショウヅル、コミヤマハンショウヅ

ル、カザグルマ、オウレン、ミツバオウレン、ミツバノバイカオウレン、アズ

マシロカネソウ、ヒメキンポウゲ、オキナグサ、ミヤマキンポウゲ、ケキツ

ネノボタン、コキツネノボタン、バイカモ、ハイキンポウゲ、タガラシ、ミヤ

マカラマツ、ナツカラマツ、コカラマツ、イワカラマツ、モミジカラマツ、シナ

ノキンバイ 

シラネアオイ シラネアオイ 

メギ ナンブソウ、サンカヨウ、トガクシショウマ 

スイレン ネムロコウホネ、オゼコウホネ、ヒツジグサ 
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マツモ マツモ 

ドクダミ ハンゲショウ 

ウマノスズクサ ウマノスズクサ、オクエゾサイシン、ウスバサイシン、ミチノクサイシン、コ

シノカンアオイ 

ボタン ヤマシャクヤク、ケナシベニバナヤマシャクヤク 

ツバキ ユキツバキ、ヒサカキ 

オトギリソウ オクヤマオトギリ、イワオトギリ、タコアシオトギリ、イワテオトギリ、エゾオ

トギリ 

モウセンゴケ ナガバノモウセンゴケ、モウセンゴケ 

ケシ エゾエンゴサク、ミチノクエンゴサク、ナガミノツルキケマン、コマクサ、オ

サバグサ 

アブラナ ハタザオ、ヤマハタザオ、ミヤマハタザオ、エゾハタザオ、エゾノイワハタ

ザオ、イワテハタザオ、ツルワサビ、ミヤマタネツケバナ、オクヤマガラ

シ、エゾワサビ、イヌナズナ、オクノユリワサビ、ハクセンナズナ、ミギワガ

ラシ、キバナハタザオ 

ベンケイソウ チチッパベンケイソウ、ツガルミセバヤ、ミツバベンケイソウ、コモチレン

ゲ、アオノイワレンゲ、ホソバイワベンケイ、イワベンケイ、ホソバノキリン

ソウ、キリンソウ、コモチマンネングサ、メノマンネングサ、ミヤママンネン

グサ、タイトゴメ 

ユキノシタ チダケサシ、アラシグサ、エゾノチャルメルソウ、エゾウメバチソウ、ヒメウ

メバチソウ、オオシラヒゲソウ、タコノアシ、バイカウツギ、ヤシャビシャク、

コマガタケスグリ、シコタンソウ、ダイモンジソウ、ウチワダイモンジソウ、

エゾクロクモソウ、クロクモソウ、フキユキノシタ 

バラ クサボケ、アカバナシモツケ、ミヤマダイコンソウ、カラフトダイコンソウ、

チングルマ、カワラサイコ、イワキンバイ、エゾツルキンバイ、キンロバイ、

ミヤマキンバイ、ヒロハノカワラサイコ、クロバナロウゲ、オヘビイチゴ、ミ

ネザクラ、チシマザクラ、オオタカネイバラ、タカネイバラ、ホロムイイチ

ゴ、シモキタイチゴ、ナンブサナギイチゴ、コガネイチゴ、ヒメゴヨウイチ

ゴ、ベニバナイチゴ、ミヤマウラジロイチゴ、シロバナトウウチソウ、タカネ

トウウチソウ、ナガボノアカワレモコウ、ウラジロナナカマド、タカネナナカ

マド、マルバシモツケ、エゾノシロバナシモツケ、アイズシモツケ、コゴメウ

ツギ、カナウツギ 

マメ モメンヅル、カワラケツメイ、フジカンゾウ、イワオウギ、エゾノレンリソウ、

レンリソウ、ケハギ、イヌハギ、センダイハギ、ノハラクサフジ、ヒロハクサ

フジ、ナンテンハギ、ヤブツルアズキ 

カタバミ コミヤマカタバミ、ミヤマカタバミ 

フウロソウ チシマフウロ、タチフウロ、ミツバフウロ、ハクサンフウロ、ハマフウロ、オ
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ガフウロ 

アマ マツバニンジン 

トウダイグサ ノウルシ、タカトウダイ、シナノタイゲキ、ハクサンタイゲキ、ヤマアイ 

カエデ ナンゴクミネカエデ 

アワブキ ミヤマハハソ 

ニシキギ イワウメヅル、ムラサキマユミ、オオツリバナ、クロツリバナ 

クロウメモドキ クロカンバ、クロツバラ 

グミ マルバグミ 

スミレ ケナシエゾノタチツボスミレ、アリアケスミレ、キバナノコマノツメ、ウスバ

スミレ、オオバキスミレ、マルバケスミレ、タカネスミレ、ツルタチツボスミ

レ、サクラスミレ、コスミレ、ケマルバスミレ、マキノスミレ、ヒメスミレ、イブ

キスミレ、アカネスミレ、オカスミレ、アケボノスミレ、アイヌタチツボスミ

レ、セナミスミレ、ヒゴスミレ、ヒナスミレ、スミレサイシン、ゲンジスミレ、シ

ハイスミレ、ヒカゲスミレ 

ミソハギ ヒメミソハギ、ミズキカシグサ、ミズマツバ 

ヒシ ヒメビシ 

アカバナ ケゴンアカバナ、ヤナギラン、イワアカバナ、アシボソアカバナ、ヒメアカバ

ナ、ミヤマアカバナ、オオアカバナ、ミズユキノシタ 

アリノトウグサ ホザキノフサモ、タチモ、フサモ 

スギナモ スギナモ 

ウコキ ゴゼンタチバナ 

セリ ミヤマトウキ、ハクサンサイコ、ハマゼリ、カラフトニンジン、ハマボウフ

ウ、ヤマゼリ、ハクサンボウフウ、オオカサモチ、ムカゴニンジン、シラネ

ニンジン、サワゼリ 

イワウメ イワウメ、ヒメイワカガミ、イワカガミ、オオイワウチワ 

イチヤクソウ シャクジョウソウ、アキノギンリョウソウ、ギンリョウソウ、コイチヤクソウ、

コバノイチヤクソウ、カラフトイチヤクソウ、ベニバナイチヤクソウ、ジンヨ

ウイチヤクソウ 

ツツジ ヒメシャクナゲ、コメバツガザクラ、イワヒゲ、ヤチツツジ、サラサドウダ

ン、イワナシ、アカモノ、シラタマノキ、イソツツジ、ミネズオウ、ウラジロコ

ヨウラク、ウラジロヨウラク、コヨウラクツツジ、アオノツガザクラ、エゾノツ

ガザクラ、ツガザクラ、ナガバツガザクラ、オオバツツジ、ムラサキヤシ

オ、ハクサンシャクナゲ、レンゲツツジ、ユキグニミツバツツジ、バイカツツ

ジ、オオコメツツジ、コメツツジ、ミヤマホツツジ、エゾツツジ、クロウスゴ、

ツルコケモモ、イワツツジ、マルバウスゴ、コケモモ、ヒメウスノキ、ヒメク

ロマメノキ 
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ガンコウラン ガンコウラン 

サクラソウ ウミミドリ、ミヤマタゴボウ、ハマボッス、ヤナギトラノオ、クサレダマ、ミチ

ノクコザクラ、クリンソウ、オオサクラソウ、ユキワリコザクラ、ヒナザクラ、

ハイハマボッス、ツマトリソウ、コツマトリソウ 

マチン ヒメナエ、アイナエ 

リンドウ ミヤマリンドウ、リンドウ、コケリンドウ、タテヤマリンドウ、エゾリンドウ、エ

ゾオヤマリンドウ、ハナイカリ、ホソバツルリンドウ、アケボノソウ、イヌセ

ンブリ、ミヤマアケボノソウ、チシマセンブリ 

ミツガシワ イワイチョウ、ミツガシワ、ガガブタ、アサザ 

キョウチクトウ チョウジソウ、テイカカズラ 

ガガイモ フナバラソウ、コイケマ 

アカネ ヒメヨツバムグラ、キクムグラ、ヤマムグラ、ハナムグラ、フタバムグラ、オ

オキヌタソウ、アカネムグラ 

ヒルガオ ヒロハヒルガオ、マメダオシ 

ムラサキ ミヤマムラサキ、ムラサキ、ハマベンケイソウ、スナビキソウ、ルリソウ、コ

シジタビラコ 

クマツヅラ カリガネソウ 

アワゴケ アワゴケ、ミズハコベ 

シソ カイジンドウ、ミヤマクルマバナ、ムシャリンドウ、メハジキ、キセワタ、ヤ

マジソ、ミソガワソウ、タテヤマウツボグサ、サンインヒキオコシ、タイリン

ヤマハッカ、ケナツノタムラソウ、ヤマジノタツナミソウ、デワノタツナミソ

ウ、イヌニガクサ、イブキジャコウソウ 

ナス ハシリドコロ、オオマルバノホロシ、ハダカホオズキ 

ゴマノハグサ マルバノサワトウガラシ、サワトウガラシ、アブノメ、ホソバコゴメグサ、ミ

チノクコゴメグサ、キクモ、ミヤマママコナ、ママコナ、ミヤマシオガマ、ヨツ

バシオガマ、イワテシオガマ、オニシオガマ、トモエシオガマ、シオガマギ

ク、エゾシオガマ、イワブクロ、エチゴトラノオ、ヤマルリトラノオ、ビロード

トラノオ、ミチノククワガタ、ゴマノハグサ、エゾヒナノウスツボ、オオヒナノ

ウスツボ、ヒヨクソウ、ヒメクワガタ、イヌノフグリ、クガイソウ 

ゴマ ヒシモドキ 

イワタバコ イワタバコ 

ハマウツボ ナンバンギセル、オオナンバンギセル、ヤマウツボ、ハマウツボ、オカウツ

ボ、キヨスミウツボ 

タヌキモ ムシトリスミレ、タヌキモ、ミミカキグサ、ホザキノミミカキグサ、コタヌキ

モ、ヒメタヌキモ、イヌタヌキモ、ムラサキミミカキグサ 

オオバコ エゾオオバコ、ハクサンオオバコ、トウオオバコ 
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スイカズラ リンネソウ、エゾヒョウタンボク、クロミノウグイスカズラ、マルバヨノミ、チ

シマヒョウタンボク、ソクズ、キバナウツギ、ウコンウツギ 

レンプクソウ レンプクソウ 

オミナエシ マルバキンレイカ、オミナエシ、カノコソウ、ツルカノコソウ 

マツムシソウ マツムシソウ 

キキョウ チシマギキョウ、イワギキョウ、ホタルブクロ、バアソブ、サワギキョウ、シ

デシャジン、キキョウ 

キク ノコギリソウ、ヤマノコギリソウ、エゾノコギリソウ、チョウジギク、ウサギギ

ク、カワラニンジン、サマニヨモギ、ヒメヨモギ、アサギリソウ、シロヨモギ、

ヒメシオン、サワシロギク、オケラ、ヤナギタウコギ、エゾノタウコギ、エゾ

ノキツネアザミ、カニコウモリ、ミミコウモリ、コヤブタバコ、オオガンクビソ

ウ、ハリオニアザミ、チョウカイアザミ、モリアザミ、ガンジュアザミ、ミネア

ザミ、ナンブタカネアザミ、ニッコウアザミ、タカアザミ、ウゴアザミ、イワイ

ンチン、ウゴシオギク、タカサブロウ、エゾムカシヨモギ、ムカシヨモギ、ア

ズマギク、ミヤマアズマギク、アキノハハコグサ、ミヤマコウゾリナ、ミズギ

ク、タカサゴソウ、クモマニガナ、ノニガナ、カワラニガナ、ミヤマウスユキ

ソウ、ホソバヒナウスユキソウ、ウスユキソウ、マルバダケブキ、オタカラ

コウ、トウゲブキ、メタカラコウ、コシカギク、ミヤマヨメナ、クルマバハグ

マ、オヤリハグマ、イワテヒゴタイ、ミヤマキタアザミ、トガヒゴタイ、ヒメヒ

ゴタイ、オクキタアザミ、ヤハズトウヒレン、キオン、サワギク、ハチジョウ

ナ、ヤブレガサ、ウスギタンポポ 

オモダカ サジオモダカ、マルバオモダカ、アギナシ 

トチカガミ スブタ、コスブタ、ヤナギスブタ、クロモ、トチカガミ、ミズオオバコ、セキシ

ョウモ 

ホロムイソウ ホロムイソウ、シバナ、ホソバノシバナ 

ヒルムシロ ホソバヒルムシロ、エゾヤナギモ、エビモ、エゾノヒルムシロ、センニンモ、

オヒルムシロ、ツツイトモ、リュウノヒゲモ、ヒロハノエビモ、イトモ、ヒメオヒ

ルムシロ、カワツルモ、イトクズモ 

アマモ エビアマモ、コアマモ、アマモ 

イバラモ ホッスモ、イバラモ、オオトリゲモ 

ユリ ネバリノギラン、ソクシンラン、シロウマアサツキ、ミヤマラッキョウ、ヤマ

ラッキョウ、ニラ、ギョウジャニンニク、キジカクシ、ツバメオモト、クロヒメ

シライトソウ、スズラン、オオチゴユリ、カタクリ、ヒメアマナ、キバナノアマ

ナ、ショウジョウバカマ、ノカンゾウ、ゼンテイカ、タチギボウシ、トウギボ

ウシ、コオニユリ、スカシユリ、ヤマスカシユリ、クルマユリ、チシマアマ

ナ、ホソバノアマナ、キンコウカ、キヌガサソウ、クルマバツクバネソウ、ツ

ルボ、マルバサンキライ、チシマゼキショウ、チャボゼキショウ、ヒメイワシ

ョウブ、ヤマジノホトトギス、タマガワホトトギス、オオバナノエンレイソウ、
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ヒダカエンレイソウ、バイケイソウ、コバイケイソウ 

ミズアオイ ミズアオイ 

アヤメ ヒオウギ、ノハナショウブ、ヒメシャガ、カキツバタ、ヒオウギアヤメ 

イグサ ハナビゼキショウ、ミヤマイ、ヒメコウガイゼキショウ、ミクリゼキショウ、ホ

ソコウガイゼキショウ、エゾホソイ、ドロイ、ミヤマホソコウガイゼキショウ、

ミヤマゼキショウ、ヤマスズメノヒエ、タカネスズメノヒエ、オカスズメノヒ

エ、ミヤマヌカボシソウ 

ホシクサ クロイヌノヒゲモドキ、クロイヌノヒゲ、ホシクサ、コイヌノヒゲ、ミカワイヌノ

ヒゲ、ミヤマヒナホシクサ、ハライヌノヒゲ、コケヌマイヌノヒゲ、ガリメギイ

ヌノヒゲ 

イネ ミヤマヌカボ、コミヤマヌカボ、タカネコウボウ、アズマガヤ、カニツリノガリ

ヤス、イワノガリヤス、ヒゲノガリヤス、オオヒゲガリヤス、ヒナガリヤス、

タカネノガリヤス、ミヤマノガリヤス、チシマガリヤス、ヒナザサ、ヒロハノコ

メススキ、コメススキ、ハマムギ、オオトボシガラ、ウシノケグサ、ヤマオオ

ウシノケグサ、ミヤマドジョウツナギ、ヒロハノドジョウツナギ、カラフトドジ

ョウツナギ、カモノハシ、ミノボロ、オオヒゲナガカリヤスモドキ、カリヤスモ

ドキ、キダチノネズミガヤ、ヒロハノハネガヤ、アイアシ、タマミゾイチゴツ

ナギ、イトイチゴツナギ、オガイチゴツナギ、イブキソモソモ、イチゴツナ

ギ、アオイチゴツナギ、ヒエガエリ、イヌアワ、ハマエノコロ、ヒゲシバ、メガ

ルガヤ、ハイドジョウツナギ、チシマカニツリ、オニシバ 

サトイモ セキショウ、マイヅルテンナンショウ、アキタテンナンショウ、オオマムシグ

サ、ヒメカイウ、ミズバショウ、ザゼンソウ、ヒメザゼンソウ 

ミクリ ミクリ、タマミクリ、ホソバタマミクリ、ナガミクリ、エゾミクリ、ヒメミクリ 

ガマ コガマ 

カヤツリグサ ハタガヤ、イトハナビテンツキ、カヅノスゲ、ヤマタヌキラン、アニアイス

ゲ、タテヤマスゲ、ヒラギシスゲ、マツバスゲ、アワボスゲ、ヒメカワズス

ゲ、ジョウロウスゲ、ハクサンスゲ、アゼナルコ、シラスゲ、ミヤマクロス

ゲ、ニッコウハリスゲ、マスクサ、イトキンスゲ、コハリスゲ、ヤマアゼス

ゲ、テキリスゲ、ムジナスゲ、ハタベスゲ、イトナルコスゲ、ヤチスゲ、ヒエ

スゲ、ヤラメスゲ、ヤガミスゲ、キンチャクスゲ、ホロムイスゲ、タシロダケ

スゲ、モリヨシスゲ、ホソバカンスゲ、ヒカゲハリスゲ、ナガエスゲ、エゾツ

リスゲ、ダケスゲ、ヒカゲシラスゲ、ツルスゲ、キンスゲ、シラコスゲ、ヌマ

スゲ、クサスゲ、ゴンゲンスゲ、コイトスゲ、シオクグ、アシボソスゲ、オオ

タヌキラン、イワスゲ、クモマシバスゲ、スミカワスゲ、オノエスゲ、ヤワラ

スゲ、カンエンガヤツリ、アゼガヤツリ、シロガヤツリ、イガガヤツリ、ミズ

ハナビ、セイタカハリイ、スジヌマハリイ、ヒメヌマハリイ、マルホハリイ、サ

ギスゲ、ワタスゲ、コアゼテンツキ、テンツキ、クロテンツキ、メアゼテンツ

キ、アオテンツキ、ヒンジガヤツリ、ミカヅキグサ、イトイヌノハナヒゲ、コイ

ヌノハナヒゲ、ミヤマイヌノハナヒゲ、ミネハリイ、コホタルイ、ヒメホタル
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イ、タカネクロスゲ、マツカサススキ、シズイ、エゾウキヤガラ、ツルアブラ

ガヤ、クロアブラガヤ、コシンジュガヤ 

ラン ヒナラン、コアニチドリ、エビネ、キンセイラン、ナツエビネ、サルメンエビ

ネ、ギンラン、ユウシュンラン、キンラン、ササバギンラン、アオチドリ、サ

イハイラン、トケンラン、シュンラン、コアツモリソウ、クマガイソウ、アツモ

リソウ、キバナノアツモリソウ、イチヨウラン、サワラン、コイチヨウラン、エ

ゾスズラン、ハマカキラン、カキラン、ツチアケビ、オニノヤガラ、アケボノ

シュスラン、ベニシュスラン、ヒロハツリシュスラン、ヒメミヤマウズラ、ミヤ

マウズラ、ノビネチドリ、フジチドリ、サギソウ、ミズトンボ、ムカゴソウ、ギ

ボウシラン、フガクスズムシソウ、セイタカスズムシソウ、ジガバチソウ、ク

モキリソウ、スズムシソウ、クモイジガバチ、フタバラン、ヒメフタバラン、ア

オフタバラン、ミヤマフタバラン、タカネフタバラン、ヤチラン、ホザキイチヨ

ウラン、アリドオシラン、サカネラン、ハクサンチドリ、ヒナチドリ、オノエラ

ン、ウチョウラン、コケイラン、タカネトンボ、ジンバイソウ、ミズチドリ、ツレ

サギソウ、ハシナガヤマサギソウ、ヤマサギソウ、タカネサギソウ、マイサ

ギソウ、オオキソチドリ、ミヤマチドリ、オオヤマサギソウ、ホソバノキソチ

ドリ、コバノトンボソウ、トキソウ、ヤマトキソウ、ヒトツボクロ、イイヌマムカ

ゴ、ハクウンラン、ショウキラン 

計 982 種 
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表２ 白神山地の自然学習・情報発信に係る各主要施設一覧 

 

施設名 所有者 所在地 白神山地の自然学習・情報発信に係る活動内容 

白神山地世界遺産センタ

ー（西目屋館） 

環境省 青森県西目屋村 世界遺産の保全・管理に係る調査・研究、普及啓発。 

白神山地世界遺産センタ

ー（藤里館） 

環境省 秋田県藤里町 世界遺産を紹介した展示を通じた普及啓発、案内・解説、自然観察会の

開催。 

津軽白神森林環境保全ふ

れあいセンター 

林野庁 青森県鰺ヶ沢町 世界遺産の周辺地域における自然再生活動及び森林環境教育の推

進。 

藤里森林センター 林野庁 秋田県藤里町 世界遺産に関する森林環境教育及び保全・管理活動。 

 

白神山地ビジターセンター 青森県 青森県西目屋村 世界遺産を紹介する展示、映像上映、自然観察会等の開催を通じた普

及啓発、ＨＰ等による情報発信。 

十二湖エコ・ミュージアム

センター「湖郷館」 

青森県 青森県深浦町 十二湖及びその周辺地域の自然環境を紹介する展示、自然観察会等

の開催を通じた普及啓発。 

自然観察館「ハロー白神」 鰺ヶ沢町 青森県鰺ヶ沢町 世界遺産及び赤石マタギを紹介した展示を通じた普及啓発、解説。 

ミニ白神「くろもり館」 鰺ヶ沢町 青森県鰺ヶ沢町 世界遺産を紹介した展示を通じた普及啓発、案内・解説、自然観察

会の開催。 

素波里ふるさと自然公園

センター 

秋田県 秋田県藤里町 世界遺産を紹介した展示を通じた普及啓発。 

 

八森ぶなっこランド 秋田県 秋田県八峰町 森林・林業及び林産物について、各種教材を活用した学習及び野外体

験の実施。（植菌体験・木工教室） 

あきた白神体験センター 秋田県 秋田県八峰町 白神山地の自然体験や自然観察会の開催、宿泊研修等の実施。 
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管理体制の概要 

1.白神山地世界遺産地域連絡会議会則（抜粋） 

 

（目的） 

第二条 会議は、世界遺産一覧表に登録された白神山地の適正な保全管理の推進を図るため、関係機関相互の連

絡調整を行うことを目的とする。 

 

（組織） 

第三条 会議は次に掲げる機関を以て組織する。 

東北地方環境事務所 

東北森林管理局 

同 青森事務所 

青森県 

青森県教育委員会 

秋田県 

秋田県教育委員会 

 

２ 次 に掲 げる機 関 が、管 理 計 画 改 訂 までの間 、オブザーバーとして参 加 する。 

鰺 ヶ沢 町  

深 浦 町  

西 目 屋 村  

藤 里 町  

八 峰 町  

能 代 市  

 

３ その他、適宜必要に応じて白神山地世界遺産地域の保全管理に関係する者をオブザーバーとし、参加を要請す

ることができる。 

 

（会議事項） 

第四条 会議は、第二条の目的を達成するため、次の事項を協議・調整する。 

(一)関係機関の保全管理施策の実施に係る必要な協力の推進等所要の事項。 

(二)管理計画に関する事項。 

(三)その他、保全管理の円滑な実施の推進に係る内容で会議において必要と認められた事項。 

 

（幹事） 

第五条 会議に幹事をおく。 

(一)幹事は、次の者をあてる。 

東北地方環境事務所  首席自然保護官 

東北森林管理局計画部 計画課長 

同 青森事務所 自然遺産保全調整官 

青森県環境生活部 自然保護課長 
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同 農林水産部 林政課長 

青森県教育委員会 文化財保護課長 

秋田県生活環境部 自然保護課長 

同 農林水産部 森林整備課長 

秋田県教育委員会 文化財保護室長 

 

(二)幹事は、会議の運営を円滑に進めるため、必要に応じ幹事会を開催するほか、関係機関の連絡調整にあたる。 

 

2.本庁担当部局 

環境省自然環境局自然環境計画課 

林野庁森林整備部研究・保全課 

林野庁国有林野部経営企画課 

文化庁文化財保護部記念物課 
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世界遺産条約の概要 

 

1 名称 

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約 

 

2 目的 

世界の文化遺産及び自然遺産を保護するため、保護を図るべき遺産をリストアップし、締約国の拠出金からなる世界

遺産基金により、各国が行う保護対策を援助する。 

 

3 概要 

採択年月日：1972 年 11 月 16 日(於パリ、ユネスコ第 17 回総会) 

発効年月日：1975 年 12 月 17 日 

締約国数 ：189 か国(2012 年 3 月現在) 

世界遺産 ：現在 962(自然 188、文化 745、複合 29)の遺産が世界遺産一覧表に記載されている(2012 年７月現在)。 

事務局  ：ユネスコ世界遺産センター 

 

4 世界遺産の定義 

文化遺産：歴史上、美術上、科学上顕著な普遍的価値を有する記念工作物、建造物、遺跡等 

自然遺産：観賞上、学術上又は保存上顕著な普遍的価値を有する特徴ある自然の地域、脅威にさらされている動植

物の種の生息地、自然の風景地等 

複合遺産：文化遺産と自然遺産の両方の価値を兼ね備えている遺産 

 

白神山地世界遺産に係る経緯 

1990 年 3 月 白神山地森林生態系保護地域の設定 

1992 年 6 月 国会において世界遺産条約を承認。条約事務局へ受諾書を提出 

1992 年 7 月 白神山地自然環境保全地域の指定 

1992 年 9 月 同条約が我が国に関して発効 

1992 年 10 月 自然遺産の候補地として「白神山地」と「屋久島」を世界遺産委員会に推薦 

1993 年 5 月 IUCN(国際自然保護連合)の現地調査 

1993 年 6 月 世界遺産委員会ビューロー会議(三項目の勧告) 

1993 年 9 月 日本政府としてビューロー会議勧告への回答 

1993 年 12 月 世界遺産委員会(コロンビア)において世界遺産一覧表への記載決定 

1995 年 7 月 白神山地世界遺産地域連絡会議の設置 

1995 年 11 月 白神山地世界遺産地域管理計画の策定 

1997 年 6 月 白神山地世界遺産地域連絡会議で秋田県側は「原則入山禁止」、青森県側は「指定ルート 27 を設定し

入山を許可制」とした核心地域への入山取扱いを確認 

1997 年 10 月 IUCN が世界遺産保全状況について現地調査を行い、レポートを作成 

2003 年 7 月 青森県側の指定ルートに係る入山手続きを許可制から届出制に変更 

2004 年 3 月 国指定白神山地鳥獣保護区の指定 

2010 年 6 月 白神山地世界遺産地域科学委員会の設置 

2012 年 7 月 第 36 回世界遺産委員会（ロシア）での定期報告 


